
令和６年度第１回
埼玉県多文化共生推進会議

令和６年８月２７日（火）
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令和６年度第１回埼玉県多文化共生推進会議 次第

１ 開会

２ 委員紹介・委員長選出

３ 議事

（１）埼玉県多文化共生推進プランについて

（２）多文化共生のSAITAMAづくり事業について

（３）日本語学習支援事業について

４ 閉会

日時：令和６年８月２７日（火）１５：００～１６：３０
場所：オンライン（Zoom）
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目指す将来像： 誰もが主役の多文化共生社会

基本目標： 日本人住民、外国人住民が共に日本一暮らしやすい

SAITAMAづくり

基本指標： 多文化共生を推進する人材の育成数

目標値 5,000人（令和4年度～令和8年度の累計）

令和4～5年度 基本指標実績：2,386人

• ５２９人

計令和5年度令和4年度

1,364 人684  人680 人多文化共生ボランティア※

1,022人529  人493 人日本語学習支援者

2,386 人1,213 人1,173 人計

（１）埼玉県多文化共生推進プランの状況について

※令和6年度に「外国人お助けボランティア」から「多文化共生ボランティア」に名称変更



（１）埼玉県多文化共生推進プランについて

 全体的に「予定どおり実施／概ね順調」が多く、プラン全体としても順調

 「予定を下回っている／不調」の各事業では改善の取組を検討

全体に占める割合評価

6.3%◎：予定を上回っている／順調

87.5%○：予定どおり実施／概ね順調

6.3%△：予定を下回っている／不調
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（２）多文化共生のSAITAMAづくり事業について
-多文化共生を推進するボランティア育成事業①
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目的

日本人住民と外国人住民がお互いの立場を理解し、

安心して暮らすことのできる地域づくりのための

多文化共生を推進する人材育成

対象

県内での外国人住民支援に関心のある方

開催概要

◦ 令和6年8月18日（日）@越谷市

◦ 令和6年11月23日（土）@さいたま市大宮区

◦ 令和7年1月25日（土）@川越市

◦ 令和7年2月8日（土）@オンライン
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課題

◦ 研修名「外国人お助けボランティア育成研修」

⇒外国人は「支援される側」の印象に

◦ 若い世代の人材確保

⇒R5 フォローアップ調査結果は60代以上が53%

◦ 幅広い層の人材確保

⇒既に活動している人材だけではなく、

それ以外の外国人との交流に関心のある層

（２）多文化共生のSAITAMAづくり事業について -多文化共生を推進するボランティア育成事業②

★多文化共生ボランティア育成研修

日本人住民と外国人住民が地域の一員として

共に力を発揮する多文化共生を推進するボランティア

一部をオンライン研修に

会場までの移動負担や天候等による影響がなく、

県内全域から気軽に参加可能

出張講座の開催

多文化共生に元々関心が高くない層にも「やさしい

日本語」等の知識を習得してもらい、多文化共生の

意識醸成につなげる

今年度の変更点

★過年度の推進会議での御意見の反映

★



（２）多文化共生のSAITAMAづくり事業について －「やさしい日本語」の普及促進－
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現状・課題

• 県内在留外国人数はR5末で約23万人超。

国籍も多様化（166か国・地域）

• 日本語の理解が十分でないことにより、行政の

サービスを受けられない、地域住民との間に軋

轢が生じるケースがある

• 外国人は情報発信言語として「やさしい日本語」

を希望（R5県調査）

• 「やさしい日本語」による情報発信を行っている

県内市町村は約半数（R5県調査）

• 「やさしい日本語」の県民認知度は約2割（R4県

調査）

• 県民の約3割が言葉の壁を感じて外国人支援ボ

ランティアに参加しない（R4県調査）

◆行政機関からの文書をどの言語で読みたいか。（R5埼玉県外国人住民意識調査）

やさしい日本語

29.5%

普通の日本語

27.5%

英語

26.1%

機械翻訳した母語

16.9%

行政機関の文書は
やさしい日本語
のニーズが最多

１．「やさしい日本語」普及サポーター養成講座

 行政機関での「やさしい日本語」による情報発信を進めるため、普及の中心となる職員を「普及サポーター」として養成

＜時期＞ 令和６年８月２９日（木） オンライン開催

＜内容＞

• 「やさしい日本語」の基礎知識、普及の必要性及び有効性

• 活用・普及に向けた取組やノウハウ

…外国人住民に分かりやすい情報発信や地域住民への普及啓発についての重要性やポイント、先行事例紹介

• 普及を進めるための研修会等で活用できる講義資料、ワークシート等の研修ツールやハンドブック等の提供

 市町村だけでなく、県庁各部局にも受講を推奨

２．「やさしい日本語」の普及啓発動画

 公共施設のデジタルサイネージ等で放映する紹介動画を行政機関あてに提供

＜時期＞ 令和６年９月

☛ 行政機関での積極的な活用を通じ、県民への「やさしい日本語」の普及を進める

R６年度事業
市町村向け

Ｒ６新規

日本人と外国人の双方が歩み寄ってコミュニケーションがとれる「やさしい日本語」の
普及等を通じた多文化共生の地域づくり
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（３）日本語学習支援事業について①

◆事業内容（令和６年度）

①日本語教室ボランティア研修の実施

②地域日本語教室相談・立ち上げアドバイザーの派遣

③「生活Can do」を参照した「生活」に関する日本語教育プログラムの開発・試行

 事業計画・実績は、日本語教室主宰者や市町村等で構成する「日本語教室支援協議会」において意見聴取・報告を行っている

※「生活Can do」
日本に在住する外国人が、日常生活において日本語で行うことが想定される言語活動を「○○できる」という形式で具体的に例示したもの。

国が示す「日本語教育の参照枠」（日本語教育に関わる方が参照できる日本語学習、教授、評価のための共通の枠組み）の言語能力記述文（Can do）の一つ。

（参考）文化庁資料 「生活Can do」について.pdf (bunka.go.jp)

※
新

 本県の生活者向けの日本語教育は、ボランティアによる自発的な活動により支えられてきた

 日本語学習の場だけでなく、住民同士のつながり・交流の場として地域の日本語教室の役割は重要

 一方で、リソースや学習支援ノウハウ、方向性は地域差もあり多様である

県は、ボランティア、市町村、国際交流協会等の地域の日本語教育に携わる関係者と連携し、県内各地域の実情に応じた日本語教育を支援する

☛ ＡとＢを両輪で進める

Ａ：住民同士のコミュニケーションや交流の場としての日本語教室への支援 （研修の実施、アドバイザー派遣）

Ｂ：外国人住民に一定の質が担保された日本語学習機会の提供 （日本語教育プログラムの開発・試行）
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＜参考＞ 令和６年度地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業（文部科学省）

（文化庁Webサイト）
地域日本語教育の総合的な体制づくり
推進事業 | 文化庁 (bunka.go.jp)

①日本語教室ボランティア研修
②アドバイザー派遣

③ 「生活Can do」を参照した日本語
教育プログラムの開発・試行
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（３）日本語学習支援事業について

 人材の発掘・確保や活動経験者向けのスキルアップのための研修を通じて日本語学習を

支援する人材を育成

 初心者向け、経験者向け、課題別講座 の３種類の講座を実施

テーマ案時期コース

・地域日本語教室とは
・「やさしい日本語」
・生活者としての外国人について

入門編 9/29（日）
実践編 12～1月

初心者向け

・外国ルーツのこどもへの日本語教育
・学習者のニーズにあわせた教室活動

11月（週末）
1月（平日）

経験者向け

・日本語ゼロ学習者への対応
・「生活Can do」に基づく教室活動

2月課題別講座

◆R6開催予定

①日本語教室ボランティア研修

 日本語教室の開設や運営上の課題への相談対応を目的に、

アドバイザーとして地域日本語教育コーディネーター（※）を派遣

②アドバイザー派遣

• 対象

日本語教室運営団体や県内市町村

• 費用は無料

• オンラインも対応可

＜参考＞

日本語教室のない県内市町村数 １２町村

（文化庁「令和４年度日本語教育実態調査」）

③「生活Can do」を参照した日本語教育プログラムの開発・試行

 日本語学習が初期の外国人住民向けのプログラム開発から着手

 埼玉県地域日本語教育コーディネータ（※）を中心に検討

 県内のボランティア（日本語学習支援者）、外国人住民など当事者の視点を入れる

 市町村等と連携して、日本語教育プログラムを試行する

（※）地域日本語教育コーディネーター

日本語教師や日本語学習支援者に対する指導・助言を行うほか、関係機関等との連携の下、日本語教育プログラムの編成・実践に携わる。


